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日
本
・
溺
海
聞
の
交
通
と
山
陰
諸
国

は
じ
め
に

日
本
と
溺
海
の
外
交
は
神
亀
四
年
(
七
二
七
)
に
始
ま
り
、
溺
海
が
滅
亡
す
る

六
年
前
の
延
喜
二
十
年
(
九
二

O
)ま
で
続
い
た
。
そ
の
聞
の
日
本
へ
の
溺
海
使
、

お
よ
び
日
本
か
ら
の
遣
溺
海
使
に
つ
い
て
は
表
1

・
2
に
示
し
た
も
の
が

知
ら
れ
て
い
る

ωo

一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
八
世
紀
に
は
出
羽
か
ら
北
陸
(
越
前
・
加
賀
・

能
登

)ω
へ
か
け
て
の
溺
海
使
の
来
着
が
多
く
、
九
世
紀
に
な
る
と
出
羽
は
な

く
な
り
北
陸
と
山
陰
(
但
馬
・
伯
香
・
出
雲
・
隠
岐

へ
の
来
着
が
多
く
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
、
日
本
・

溺
海
聞
の
交
通
ル

l
ト
と
そ
の
変
遷
の
問
題
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る

ωo

一
方
日
本
か
ら
の
出
航
地
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
出
京
の
事
実
や
来
着
地
か
ら

の
放
還
を
伝
え
る
だ
け
で
あ
る
た
め
に
、
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
多
い
。

こ
れ
ま
で
は
、
日
本
・
溺
海
間
の
交
通
の
窓
口
と
し
て
北
陸
が
重
視
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
全
期
間
を
通
じ
て
溺
海
使
の
来
着
地
と
し

て
史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
日
本
か
ら
の
出
航
地
と
し
て
も
推
測
さ
れ
る

例
が
多
い
こ
と
、
溺
海
外
交
の
た
め
の
能
登
客
館
・
松
原
客
館
が
み
え
る
こ
と
、

溺
海
使
帰
国
用
の
船
を
能
登
国
羽
咋
郡
福
良
泊
の
山
の
木
で
い
つ
も
つ
く
る
と

さ
れ
て
い
る
(
『
三
代
実
録
』
元
慶
七
年
(
八
八
三
)
十
月
二
九
日
条
)
こ
と
、

社
会
シ
ス
テ
ム
論
集

第
五
号

二
O
O
O年
十
二
月

大
日
方

克

己

特
に
越
前
は
京
に
近
く
溺
海
使
の
着
岸
や
遣
溺
海
使
の
出
航
に
便
利
だ
と
推
測

さ
れ
る
こ
と
、

一
方
で
九
世
紀
に
は
但
馬
・
出
雲
な
ど
に
来
航
し
た
溺
海
使
の

多
く
が
入
京
を
認
め
ら
れ
ず
放
還
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
北
陸
以
外
へ
の
溺
海
使
の
来
航
が
過
小
評
価
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る

ωo

し
か
し
溺
海
外
交
に
関
す
る
指
令
の
対
象
は
「
諸
国
」
「
縁
海
郡
」
で
あ
り

ω、

来
着
し
た
溺
海
使
が
も
た
ら
し
た
王
啓
・
中
台
省
牒
な
ど
外
交
文
書
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
開
封
し
て
内
容
を
写
し
取
り
中
央
に
進
上
す
る
権
限
も
、
縁
海
諸

国
の
国
司
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り

q
越
前
・
加
賀
・
能
登
に
限
定
さ
れ

て
い
な
い
。

と
す
れ
ば
溺
海
と
の
交
通
は
、
北
陸
だ
け
で
な
く
日
本
海
縁
海
諸
国
全
体
の

問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
各
地
域
の
地
理
的
・
歴

史
的
な
特
質
と
も
関
わ
っ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
の
。
そ
の
こ
と
は
、
古
代

日
本
の
外
交
や
「
国
境
」
と
そ
れ
を
越
え
た
交
流
を
考
え
る
一
つ
の
視
角
を
提

供
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
北
陸
に
比
べ
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
山
陰
地
方
に
来
着
し
た
溺
海
使
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
れ
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
出
雲
国
に
来

着
し
た
王
孝
廉
一
行
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
で
は
あ
る
が
『
文
華
秀
麗
集
』
収
録



日
本
・
溺
海
聞
の
交
通
と
山
陰
諸
国

表1.溺海使の来着・帰国表

来着年月日 大使 人数 来着地
来航 来着

安置供給 入京 帰国年月日 最終出航地
帰国 帰国

同行 状況 同行 状況

l神亀4(727).9 .21 高仁義 24 蝦夷境→出羽国 • O 神亀5.4.16 ① 

2 天平11(739).7.13 膏要徳 出羽国 • O 天平12.2.2 ② 
3天平勝宝4(752). 9 .24 慕施蒙 75 越後国佐渡嶋 O 天平勝宝5.6.8

4 天平宝字2(758).9.18 揚承慶 23 越前国? ③ 越前国 O 天平宝字3.2.16 (1) 

5天平宝字3(759).10.18 高南申 対馬嶋 (1) • O 天平宝字4.2.20 ④ 

6天平宝字6(762).10. 1 王新福 23 越前国佐利翼津 ⑤ 越前国加賀郡 O 天平宝字7.2.20 ⑥ 

7宝亀2(771).6 .27 壱万福 325 出羽国野代湊 常陸国 O 宝亀3.2.29 能登国福良津 ⑦ 
d‘ 8宝亀4(773). 6 .12 烏須弗 能登国 × 宝亀4.6.24 能登国

9宝亀7(776).12.22 史都蒙 187 越前国加賀・江沼郡 • 越前国加賀郡 O 宝亀8.5.23 ③ • 10宝亀9(778).9 .21 張仙寿 越前国三国湊 ⑧ O 宝亀10.2.2 ① 

11宝亀10(779).9.14 高洋弼 359 出羽国 出羽国 × 宝亀11.春?

12延暦5(786).9.18 李元泰 65出羽国 • 越後国? x? 延暦6.2.19 越後国 (2) 

13延暦14(795).11. 3 呂定琳 68蝦夷地志理波村 • 越後国 O 延暦15.5.17 ⑬ 
14延暦17(798).12.27 大昌泰 ⑪ • O 延暦18.4.15 ⑫ 

15大同4(809) .10. 1 高南容 O 大同 5.4.8 越前国か能登国

16弘仁元(810). 9 .29 高南容 O 弘仁2.正.22 ⑬ 

17弘仁5(814) . 9 .30 王孝廉 出雲国 O 弘仁6.正.22 越前国 企

18弘仁9(818). 慕感徳 • x? I ? 送使?

19弘仁10(819).11.20 李承英 O 弘仁11.正.21

20弘仁12(821);11.13 王文矩 O 弘仁13.正.21

21弘仁14(823).11.22 高貞泰 101 加賀国 越前回? ×天長元.5.20

22天長2(825) .12.3 高承祖 103 隠岐国 出雲国 O 天長3.5.14 加賀国

23天長4(827).12.29 王文矩 100 但馬国 但馬国 × 天長5.4.29 但馬国

24承和8(841) .12.22 賀延福 105 長門国 O 承和9.4.12 

25嘉祥元(848).12.30 王文矩 100 能登国 能登国 O 嘉祥2.5.12

26貞観元(859)正 .22 烏孝慎 104 能登国珠洲郡 加賀国 × 貞観元.7.6 加賀国

27貞観3(861).iE .20 李居正 105 隠岐国→出雲国島根郡 出雲国 × 貞観3.5.26 出雲国

28貞観13(871).12.11 楊成規 105 加賀国 O 貞観14.5.25

29貞観18(876).12.26 楊中遠 105 出雲国 出雲国島根郡 ×元慶元.6.25 出雲国

30元慶6(882).11.14 表題 105 加賀国 加賀国 O 元慶7.5.12

31寛平4(892)正.8 王亀謀 105 出雲国 × 寛平4.6.29 出雲国

32寛平6(894).12.29 表題 105 伯香国 O 寛平7.5.16

33延喜8(908).正.8 表彦 伯香国 O 延喜8.6.

34延喜19(919).11.18 義彦 105 若狭国→越前国 越前国松原駅館 O 延喜20.6.

四

*年月日( )内の西暦は便宜的に慣用に従ったので、月によっては正確なユリウス暦年が示されていない場合が
ある。たとえば宝亀七年十二月二十二日は、正確にはユリウス暦777年 2月4日である。本文中の西暦について
も同様である。

*来着年月日は、史料上来着が確認(推測)される日であって、それ以前に着岸している場合もありうる。
*来航同行は、来航に同行した日本側使者を示し、番号は表2の日本側遣使に対応する。
*来着状況の.は、漂着、遭難、着岸時の船破損などを示す。
*入京は、 Oが入京、×が入京を認められず放還されたことを示す。
*帰国年月日は、入京した場合には出京、放還の場合には出港の日または放還が決定された目、あるいはそれらが
推測できる日を記した。

*最終出港地には、一度出港して渡海に失敗して再度出港した場合、最初の出港地ではなく再度出港した地を記し
てある。

*帰国同行は、帰国に同行した日本側送使を示し、番号は表 2の日本側遺使に対応する。
*帰国状況は、企は渡航に失敗し、再度出航したことを示す。.は溺海以外への漂着を示す。
*本表作成にあたっては、上田雄・孫栄健『日本溺海交渉史』、田島公『福井県史』通史編 1第4章第 5節表35も
参照した。



日本からの遺溺海使・送使の出航・帰着表

出 京 年 月 日 大 使 出航 地
同行

帰国年月日 帰着地
帰国同行

溺海使 溺海使

① 神亀 5(728).6 . 5 引田虫麻目 越間か能登国 1 天平 2.8.29 越目Ij国加賀郡

② 天平12(740).4.20 大伴犬養 2 天平12.10.5 

③ 天平宝字 2(758) . 2 .10 小野田守 専使 天平宝字 2.9.18越前国? 4 

(1) 天平宝字 3(759) .正.30高元度 4 天平宝字 3.10.18対馬嶋 5 

(迎入唐大使) (判官内蔵全成ら)

④ 天平宝字4(760). 2 .20 陽侯玲謬 5 天平宝字4.11.11 

⑤ 天平宝字 6(762).春 高麗大山 能登国 専使 天平宝字 6.10. 1 越前国加賀郡 6 

(佐利翼津?)

⑥ 天平宝字 7(763). 2 .20 多治比小耳 6 天平宝字 7.10. 6 隠岐国

(大使は渡航せず) (船師ら)

⑦ 宝亀 3(772). 9 .21 武生鳥守 能登国福良津 7 宝亀4.10.13 

③ 宝亀 8(777).5 .23 高麗殴継 9 宝亀 9.9.21 越前国坂井郡 10 

(三国湊)

⑨ 宝亀10(779). 2 . 2 大網広道 10 

(2) 延暦 6(787) . 2 .19 ワ 越後国 12 

⑬ 延暦15(796).5 .17 御長広岳 13 延暦15.10.2 

⑪ 延暦17(798). 5 .19 内蔵賀茂麻呂 専使 延暦17.12.27 隠岐国智夫郡 14 

⑫ 延暦18(799).4 .15 滋野船代 14 延暦18.9.20

⑬ 弘仁 2(811).4 .27 林東人 16 弘仁 2.10.2 

表 2.

社
会
シ
ス
テ
ム
論
集

第
五
号

二
O
O
O年
十
二
月

の
漢
詩
の
検
討
か
ら
、
従
来
の
理
解
と
は
や
や
異
な
っ
た
そ
の
足
跡
を
示
し
て

み
た
い
。
ま
た
山
陰
に
来
航
し
た
溺
海
使
は
、
入
京
を
認
め
ら
れ
ず
放
還
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
放
還
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
も

考
え
て
み
た
い
。一

、
溺
海
使
王
孝
廉
の
来
着

山
陰
へ
の
来
着
の
早
い
例
と
し
て
は
表
1

・
2
の
⑥
、
⑪
凶
の
二
例
が
知
ら

れ
る
。
⑥
は
、
天
平
宝
字
七
年
(
七
六
三
)
、
溺
海
使
王
新
福
を
送
っ
た
日
本

船
が
溺
海
か
ら
の
帰
途
隠
岐
に
漂
着
し
た
も
の
で
あ
る
(
『
続
日
本
紀
』
同
年

十
月
乙
亥
条
)
。
⑪
比
は
、
延
暦
十
七
年
(
七
九
八
)
末
、
溺
海
使
大
昌
泰
ら

を
便
乗
さ
せ
た
遣
溺
海
使
内
蔵
賀
茂
麻
呂
帰
国
船
が
隠
岐
に
漂
着
し
た
も
の
で

あ
る
(
『
類
菜
園
史
』
延
暦
十
八
年
五
月
丙
辰
条
)
。
い
ず
れ
も
日
本
側
遣
使
の

帰
国
に
際
し
て
で
、
し
か
も
漂
着
で
あ
っ
た
。
溺
海
使
単
独
で
の
山
陰
へ
の
本

格
的
な
来
着
は
弘
仁
五
年
(
八
一
四

の
王
孝
廉
が
初
見
と
な
る
。

弘
仁
五
年
九
月
三
十
日
、
王
孝
廉
を
大
使
と
す
る
溺
海
使
一
行
が
日
本
に
来

着
し
た
(
『
日
本
後
紀
』
同
日
条
)
。
目
的
は
元
職
王
の
死
去
と
言
義
王
の
即
位

を
告
げ
る
た
め
だ
っ
た
(
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年
正
月
甲
午
条
)
。
「
有
賊
乱

及
供
蕃
客
」
に
よ
り
出
雲
国
の
田
租
が
免
除
さ
れ
て
い
る
(
『
日
本
後
紀
』
弘

仁
五
年
十
一
月
辛
巳
条
)
た
め
、
来
着
地
が
出
雲
国
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

弘
仁
六
年
の
元
日
朝
賀
に
参
列
し
て
い
る
の
で
(
『
日
本
後
紀
』
同
年
正
月
朔

条
)
、
入
京
は
十
二
月
末
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
約
三
か
月
間
、

出
雲
国
に
安
置
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

供
給
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
延
喜
主
税
式
に
「
溺
海
客
食
法
」
と
し
て
規
定

五



日
本
・
溺
海
間
の
交
通
と
山
陰
諸
国

が
あ
る
。
内
訳
は
表
3
に
示
し
た
。
安
置
さ
れ
た
国
の
正
税
か
ら
支
給
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
類
莱
三
代
格
』
天
長
五
年
(
八
二
八
)
正
月
二
日
太

政
官
符
で
は
、
こ
の
と
き
但
馬
国
に
来
着
し
た
も
の
の
放
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
溺
海
使
王
文
矩
一
行
に
対
し
て
、
滞
在
中
の
食
糠
を
規
定
よ
り
半
減
す
る
措

置
が
と
ら
れ
た
。
表
3
に
示
し
た
よ
う
に
、
延
喜
主
税
式
と
天
長
五
年
太
政
官

符
を
比
較
す
る
と
、
支
給
対
象
者
が
ほ
ぼ
対
応
し
て
お
り
、
数
量
も
大
使
か
ら

録
事
ま
で
と
首
領
は
ほ
ぼ
半
分
と
な
っ
て
い
る
。
若
干
の
違
い
の
あ
っ
た
可
能

性
は
あ
る
が
、
延
喜
式
規
定
の
基
本
は
天
長
五
年
以
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う

で
あ
る

ωo

(一日一人あたり)

梢工首領 2天医師訳語史生録事判官使副使大溺海王
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表 3. 溺海使支給物
承
和
八
年
(
八
四
こ
来
着
の
賀
福
延
一
行
一

O
五
人
に
つ
い
て
は
、
威
和

十
一
年
(
八
四
一
)
「
溺
海
国
中
台
省
牒
」
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
人
員
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
句
そ
れ
は
延
喜
主
税
式
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
弘
仁
十
四
年

以
降
の
溺
海
使
一
行
は
概
ね
一

O
五
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
構
成
が
定

式
化
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
参
考
ま
で
に
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
算

一六

出
し
た
支
給
量
を
表
4
に
示
し
た
。

一
日
あ
た
り
稲
二
八

O
束
で
あ
る
。
三
か

月
滞
在
し
た
と
す
る
と
約
二
万
五
二

O
O束
に
な
る
。
こ
れ
は
延
喜
主
税
式
の

出
雲
国
正
税
稲
二
六
万
東
の
一
割
弱
に
あ
た
る
。

表 4.成和11年中台省牒の人員で

支給物を計算した場合
(一日あたり)
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疋

互王 三玉

締

一

O 号尽き8絢

綿

O O 四 8888888 8 屯

な
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
大
幅
に
下
ま
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
安

王
孝
廉
一
行
に
対
し
て
同
様
に
支
給
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
構
成
人
員
も
不
明

置
さ
れ
た
国
に
と
っ
て
相
当
な
負
担
に
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に

加
え
て
こ
の
弘
仁
五
年
、
出
雲
国
は
停
囚
の
反
乱
で
大
き
な
被
害
を
受
け

ω、

五
月
に
は
意
宇
・
出
雲
・
神
門
三
郡
の
未
納
稲
十
六
万
束
が
免
除
さ
れ
て
い
る

(
『
類
家
国
史
』
同
年
五
月
甲
子
条
)
。
こ
う
し
た
な
か
で
王
孝
廉
一
行
を
迎
え

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
出
雲
国
の
田
租
が
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

入
京
後
、
彼
ら
は
元
日
朝
賀
に
参
列
し
(
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年
正
月
発

西
朔
条
)
、
正
月
七
日
節
宴
で
は
大
使
王
孝
廉
・
副
使
高
景
秀
・
判
官
高
英
善
・

王
昇
基
・
録
事
釈
仁
貞
・
烏
賢
偲
・
誇
語
李
俊
雄
ら
も
叙
位
に
預
か
っ
た

(
『
日
本
後
紀
』
同
年
正
月
己
卯
条
)
。
十
六
日
に
は
豊
楽
院
に
お
け
る
踏
歌
の

節
宴
に
参
列
し
た
(
『
日
本
後
紀
』
同
年
正
月
戊
子
条
)
。
二
十
日
に
は
朝
集
堂



に
お
け
る
饗
宴
が
も
た
れ
、
楽
が
奏
さ
れ
禄
が
支
給
さ
れ
た
(
『
日
本
後
紀
』

同
年
正
月
壬
辰
条
)
。
そ
し
て
二
二
日
に
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
溺
海
国
王
へ
の
国

書
を
得
て
平
安
京
を
出
立
し
た
(
『
日
本
後
紀
』
同
年
正
月
甲
午
条
)
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
行
事
は
溺
海
使
に
対
す
る
賓
礼
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
。
嵯
峨
朝
ま
で
は
、
原
則
と
し
て
年
末
に
入
京
し
、
元
日
朝

賀
に
参
列
す
る
こ
と
を
中
心
に
、
「
受
諸
蕃
使
表
及
信
物
儀
」
と
朝
堂
ま
た
は

朝
集
堂
に
お
け
る
賜
饗
が
行
わ
れ
、
あ
わ
せ
て
正
月
七
日
節
・
十
六
日
節
・
射

礼
な
ど
の
正
月
諸
節
に
参
列
し
、
最
後
に
天
皇
か
ら
激
海
王
へ
の
国
書
を
得
て

出
京
し
、
帰
国
の
途
に
着
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

ω。

王
孝
廉
一
行
が
最
初
に
日
本
を
出
航
し
た
の
は
五
月
の
こ
と
ら
し
い
。
出
京

か
ら
四
か
月
ほ
ど
待
機
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
す
ぐ

に
海
中
で
逆
風
に
あ
っ
て
漂
流
し
船
が
大
破
し
て
し
ま
っ
た
(
『
日
本
後
紀
』

弘
仁
六
年
五
月
戊
子
条
)
。
五
月
二
三
日
に
、
越
前
国
に
対
し
て
溺
海
使
の
た

め
の
大
船
を
造
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
(
『
日
本
後
紀
』
同
日
条
)
。
渡
航
に
失

敗
し
て
越
前
国
に
漂
着
し
、
最
終
的
に
は
そ
こ
か
ら
再
出
航
を
め
ざ
す
こ
と
に

な
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
ま
も
な
く
王
孝
廉
が
病
死
し
(
『
日
本
後
紀
』
同
年
六
月

葵
丑
条
)
、
続
い
て
王
昇
基
・
釈
仁
貞
ら
も
病
死
し
て
い
っ
た
(
『
類
菜
園
史
』

弘
仁
七
年
五
月
丁
卯
条
)
。
結
局
、
残
さ
れ
た
副
使
高
景
秀
ら
が
、
改
め
て
嵯

峨
天
皇
か
ら
溺
海
国
王
宛
の
国
書
を
賜
与
さ
れ
、
帰
国
の
途
に
着
い
た
の
は
翌

弘
仁
七
年
五
月
二
日
の
こ
と
だ
っ
た
(
『
類
菜
園
史
』
同
日
条
)
。

と
こ
ろ
で
、
王
孝
廉
一
行
は
滞
在
中
に
日
本
側
官
人
と
詩
を
唱
酬
し
、
そ
の

作
品
が
『
文
華
秀
麗
集
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
文
学
研
究
者

か
ら
も
注
目
さ
れ
、
漢
詩
自
体
の
詳
細
な
分
析
も
進
め
ら
れ
て
い
る

ω。
そ
の

社
会
シ
ス
テ
ム
論
集

第
五
号

一一
0
0
0年
十
二
月

な
か
に
は
帰
国
の
過
程
や
出
航
地
に
つ
い
て
考
え
る
材
料
を
提
供
す
る
も
の
も

あ
る
。
次
章
で
は
、
詩
の
内
容
と
作
詩
の
場
の
検
討
か
ら
王
孝
廉
の
足
跡
を
再

検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
王
表
廉
を
め
ぐ
る
詩
の
唱
酬
と
そ
の
場

、、B
，，，

噌

E
i

r''
目、、

「
従
出
雲
州
書
情
、
寄
両
箇
勅
使
」
の
詩
に
つ
い
て

『
文
華
秀
麗
集
』
に
収
め
ら
れ
た
王
孝
廉
一
行
に
関
係
す
る
詩
は
十
二
篇
、

『
経
国
集
』
に
一
篇
あ
る
。
作
者
と
詩
題
は
収
録
順
に
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

A 

王
孝
廉
「
奉
勅
陪
内
宴
詩
」
(
巻
上

宴
集
団

B 

釈
仁
貞
「
七
日
禁
中
陪
宴
詩
」
(
巻
上

宴
集
ロ

C 

王
孝
廉
「
春
日
対
雨
。
探
得
情
字
」
(
巻
上

宴
集
日

D 

巨
勢
識
人
「
春
日
銭
野
柱
史
奉
使
存
問
溺
海
客
」
(
巻
上

銭
別
M

E 

仲
雄
王
「
書
懐
呈
王
中
書
」
(
巻
上

贈
答
担

F 

坂
上
今
雄
「
秋
朝
聴
腐
、
寄
溺
海
入
朝
高
判
官
釈
録
事
」
(
巻
上

贈

うな
ト-'

35 

G 

坂
上
今
継
「
和
溺
海
大
使
見
寄
之
作
」
(
巻
上

贈
答
お

H 

滋
野
貞
主
「
春
夜
宿
鴻
艦
、
簡
溺
海
入
朝
王
大
使
」
(
巻
上

贈
答
幻

桑
原
腹
赤
「
和
溺
海
入
頭
副
使
公
賜
対
龍
顔
之
作
」
(
巻
上

贈
答
お

J 

王
孝
廉
「
在
辺
亭
賦
得
山
花
。
戯
寄
両
箇
領
客
使
井
滋
一
二
」
(
巻
上

贈
答
ぬ

K 

王
孝
廉
「
和
坂
領
客
対
月
思
郷
見
贈
之
作
」
(
巻
上

贈
答
必

L 

王
孝
廉
「
従
出
雲
州
書
情
、
寄
両
箇
勅
使
」
(
巻
上

贈
答
nu

M 

滋
野
貞
主
「
春
日
奉
使
入
溺
海
客
館
」
(
『
経
国
集
』
巻
十
二

七



日
本
・
溺
海
聞
の
交
通
と
山
陰
諸
国

A
・
B
・
-
は
、
正
月
の
節
宴
な
ど
公
式
の
賓
礼
に
関
係
し
て
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

E
も
王
孝
廉
一
行
の
在
京
中
に
お
く
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
本
稿
の
課
題
と
直
結
し
、
ま
た
解
釈
の
分
か
れ
て
い
る
の
が
王
孝
廉
が
出
雲

国
で
作
っ
た
と
み
ら
れ
る
L
で
あ
る
。

L 

従
出
雲
州
書
情
、
寄
両
箇
勅
使

王
孝
廉

出
雲
州
従
り
情
を
書
し
、
両
箇
の
勅
使
に
寄
す

南
風
海
路
速
帰
思

南
風
海
路

帰
思
を
速
し

北
雁
長
天
引
旅
情

北
雁
長
天

旅
情
を
引
く

頼
有
鋳
鋳
双
鳳
伴

頼
に
鋳
々
な
る
双
鳳
の
伴
ふ
こ
と
有
り

莫
愁
多
日
住
辺
亭

愁
ふ
る
こ
と
莫
れ
多
日
辺
亭
に
住
ま
ふ
を
脚

こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
小
島
氏
は
「
弘
仁
六
年
夏
、
敦
賀
か

ら
帰
国
の
途
に
つ
き
、
海
路
出
雲
国
に
立
寄
っ
た
時
の
作
」
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
遠
藤
B
論
文
は
、
溺
海
使
の
帰
国
航
路
は
、
対
馬
海
流
を
利
用
し

な
が
ら
北
上
し
つ
つ
日
本
海
を
横
断
す
る
ル

l
ト
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
敦

賀
か
ら
出
航
し
た
と
す
る
と
逆
ル

l
ト
と
な
っ
て
出
雲
国
に
立
寄
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
の
で
、
弘
仁
五
年
秋
に
出
雲
国
に
来
着
し
た
と
き
に
作
っ
た
も
の
と

し
て
い
る
。
確
か
に
敦
賀
か
ら
出
航
し
た
と
す
れ
ば
、
出
雲
国
に
立
寄
っ
た
と

み
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
、
の
「
南
風
海
路
速
帰
思
」

「
北
雁
長
天
引
旅
情
」

の
解
釈
、
約
G
と
L
の
関
係
、
例
最
初
の
出
航
地
が
敦

賀
(
ま
た
は
越
前
)

で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
が
他
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、

で
あ
る
。

切
に
つ
い
て
は
、
南
風
の
吹
く
海
路
や
北
雁
に
帰
国
の
思
い
を
か
き
た
て
ら

れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
遠
藤
B
論
文
は
、
弘
仁
五
年
秋
の
来
着
時
の
作

/¥ 

だ
と
し
て
、
来
着
早
々
に
早
く
も
帰
国
の
思
い
を
か
り
た
て
ら
れ
る
意
に
解
釈

し
て
い
る
が
、
小
島
氏
の
よ
う
に
帰
国
時
の
心
情
を
詠
じ
た
も
の
と
そ
の
ま
ま

解
釈
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
明
確
に
な
る
。

G 

和
溺
海
大
使
見
寄
之
作

坂
上
今
継

溺
海
大
使
が
寄
せ
ら
れ
し
作
に
和
す

賓
亭
寂
莫
対
青
渓

賓
亭
寂
実

青
渓
に
対
か
ひ

処
処
登
臨
旅
念
棲

処
々
登
臨
す
れ
ば
旅
念
棲
な
り

万
里
雲
辺
辞
国
遠

国
を
辞
り
て
遠
く

万
里
の
雲
辺

三
春
煙
裡
望
郷
迷

三
春
の
煙
裡

郷
を
望
み
て
迷
ふ

長
天
去
腐
催
帰
思

長
天
の
去
鷹

帰
思
を
催
し

幽
谷
来
鷺
助
客
暗

客
暗
を
助
く

幽
谷
の
来
鷺

一
面
相
逢
如
旧
識

一
面
相
逢
ふ
こ
と
旧
識
の
如
く

交
情
自
与
古
人
斉

交
情
自
ら
に
古
人
と
斉
し

と
の

G
は
、
領
客
使
坂
上
今
継
が
溺
海
大
使
王
孝
廉
の
寄
せ
た
詩
に
唱
和
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。

G
の
「
長
天
去
鷹
催
帰
思
」
と

L
の
「
速
帰
思
」
「
北
雁
」

「
長
天
」
は
明
ら
か
に
類
似
し
て
お
り
、
王
孝
廉
の

L
を
受
け
て
作
ら
れ
た
と

み
ら
れ
る
。
「
三
春
煙
裡
望
郷
迷
」
「
幽
谷
来
鷺
助
客
暗
」
は
い
ず
れ
も
春
を
表

わ
し
て
い
る
の
で
、

G
は
弘
仁
六
年
春
の
作
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
遠
藤
B

論
文
は
、
そ
う
す
る
と
時
期
的
に
G
と
L
が
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
も
指

摘
す
る
。
し
か
し
む
し
ろ
こ
の
こ
と
か
ら
、
遠
藤
A
論
文
の
よ
う
に
、

L
も
G

と
同
じ
弘
仁
六
年
春
の
作
だ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
春
正
月
に
出
京
し
て

夏
五
月
に
渡
航
に
失
敗
し
た
こ
と
、

L
が
出
雲
国
で
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、

G
・
L
と
も
に
出
雲
国
で
帰
国
を
待
っ
て
い
る
聞
に
作
ら
れ
た
と
み



る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
王
孝
廉
一
行
は
出
雲
国
か
ら
出
航
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
多
く
は
敦
賀
(
越
前
)
か
ら
の
帰
国
を
前
提
と
し
て
解
釈
を
試
み

て
い
る
が
、
そ
の
前
提
を
直
接
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
溺
海
使
単
独
の

航
海
で
北
陸
か
ら
出
航
し
た
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
意
外
と
少
な
い
。
北
陸

か
ら
の
出
航
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
す
ベ

て
を
類
推
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
事
例
ご
と
に
出
航
地
の
検
証
を
行
う
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
詩
に
よ
っ
て
、
出
雲
国
か
ら
最
初
に

出
航
し
た
こ
と
が
示
せ
る
と
思
わ
れ
る
帥
o

正
月
に
出
京
し
、
五
月
に
渡
航
に
失
敗
し
て
越
前
に
着
岸
し
た
こ
と
か
ら
す

る
と
、
約
四
か
月
出
雲
国
で
出
航
を
待
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

L
の

詩
の
「
頼
有
鋳
鋳
双
鳳
伴
」
「
莫
愁
多
日
住
辺
亭
」

の
表
現
に
み
る
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
鋳
々
た
る
鳳
恩
の
ご
と
き
二
勅
使
が
伴
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
永
く

辺
亭
に
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
憂
う
る
こ
と
は
な
い
、
と
解
釈

で
き
る
。
二
勅
使
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
坂
上
今
継
と
坂
上
今
雄
ま
た
は
滋

野
貞
主
を
指
す
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
詩
に
関
連
し
そ
う
な
の
が

K
で
あ
る
。

K 

和
坂
領
客
対
月
思
郷
見
贈
之
作

王
孝
廉

坂
領
客
が
、
月
に
対
か
ひ
て
郷
を
思
ひ
、
贈
ら
れ
し
作
に
和
す

寂
寂
朱
明
夜

寂
々
な
る
朱
明
の
夜

団
団
白
月
輪

団
々
な
る
白
月
の
輪

幾
山
明
影
徹

幾
山
明
影
徹
り

万
象
水
天
新

万
象
水
天
新
し

棄
妾
看
生
懐

棄
妾
看
懐
を
生
み
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罵
情
対
動
神

罵
情
対
か
ひ
て
神
を
動
か
す

誰
言
千
里
隔

誰
か
言
は
む
千
里
隔
っ
と

能
照
両
郷
人

能
く
照
ら
す
両
郷
の
人
を

坂
領
客
は
「
領
客
使
」
坂
上
今
継
を
さ
す
だ
ろ
う
。
「
朱
明
」
は
夏
を
表
す
。

夏
の
夜
に
故
郷
の
妻
を
思
い
望
郷
の
念
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
六
月
に
は
王

孝
廉
が
越
前
で
死
去
し
て
し
ま
う
の
で
、
あ
る
い
は
五
月
の
出
航
・
渡
航
失
敗

の
前
の
作
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
出
雲
国
で

L
・
G
と
続
く
唱
酬
の
一

っ
と
し
て
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
渡
航
に
失
敗
後
、
死
を
前
に
し

て
越
前
で
作
っ
た
と
す
れ
ば
興
趣
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
と
も
断
定
で
き
な
い
。

(2) 

「
鴻
膿
」
「
辺
庁
」
「
辺
亭
」
と
「
領
客
使
」

次
に

C
・
H
・
J
と
そ
れ
が
作
ら
れ
た
場
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

C 

春
日
対
雨
、
探
得
情
字

王
孝
廉

春
日
雨
に
対
す
、
探
り
て
「
情
」
の
字
を
得
た
り

主
人
開
宴
在
辺
庁

主
人
宴
を
聞
き
て
辺
庁
に
在
り

客
醇
如
泥
等
上
京

客
醇
ひ
て
は
泥
の
如
く
上
京
に
等
し

疑
是
雨
師
知
聖
意

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
雨
師
聖
意
を
知
り

甘
滋
芳
潤
漉
罵
情

罵
情
に
漉
ぐ
な
ら
む

甘
滋
芳
潤

H 

春
夜
宿
鴻
腫
、
簡
溺
海
入
朝
王
大
使

滋
野
貞
主

春
夜
鴻
腫
に
宿
り
て
、
溺
海
入
朝
王
大
使
に
簡
す

枕
上
宮
鐘
伝
暁
漏

枕
上
の
宮
鐘
暁
漏
を
伝
へ

雲
間
賓
雁
送
春
戸

雲
間
の
賓
雁
春
声
を
送
る

辞
家
里
許
不
勝
感

家
を
辞
り
て
里
許
感
に
勝
へ
ず

況
復
他
郷
客
子
情

況
む
や
復
た
他
郷
客
子
が
情
を
や

九



日
本
・
溺
海
間
の
交
通
と
山
陰
諸
国

J 

在
辺
亭
賦
得
山
花
、
戯
寄
両
箇
領
客
使
井
滋
三

王
孝
廉

辺
亭
に
在
り
て
、
賦
し
て
「
山
花
」
を
得
た
り
、
戯
に
両
箇
の
領

客
使
井
滋
三
に
寄
す

芳
樹
春
色
色
甚
明

芳
樹
春
色

色
甚
だ
明
ら
か
な
り

初
開
似
咲
聴
無
声

初
め
て
開
き
咲
む
に
似
て
聴
け
ば
声
な
し

主
人
毎
日
専
撃
蓋

主
人
毎
日
に
専
ら
に
撃
霊
す

残
片
何
時
贈
客
情

残
片
何
れ
の
時
に
か
客
情
に
贈
ら
む

C
は
「
辺
庁
」
に
お
け
る
宴
で
王
孝
廉
が
作
っ
た
詩
で
、
詩
題
か
ら
春
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

J
も
王
孝
廉
が
「
辺
亭
」
に
お
い
て
つ
く
り
領
客
使
や
滋
野

貞
主
に
贈
っ
た
も
の
で
、
「
芳
樹
春
色
色
甚
明
」

の
詩
句
か
ら
季
節
は
春
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
辺
庁
」
「
辺
亭
」

で
詩
の
唱
酬
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
。

H
も
春
を
詠
じ
た
滋
野
貞
主
の
詩
で
、
「
鴻
腫
」
に
宿
し
て
王

孝
廉
の
も
と
に
手
紙
を
付
け
て
贈
っ
た
こ
と
が
詩
題
か
ら
わ
か
る
。
い
ず
れ
も

春
の
詩
で
し
か
も
韻
脚
が
下
平
声
「
八
庚
」
の
韻
字
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
三
詩
と
も
に
同
じ
時
期
、
弘
仁
六
年
春
の
作
と
考
え
ら
れ
る
唱

こ
こ
で
は
坂
上
今
継
が
「
領
客
使
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

ω。
領
客
使
は
延

喜
太
政
官
式
に
よ
る
と
、
本
来
、
来
着
し
た
蕃
客
を
入
京
さ
せ
る
た
め
に
任
命

さ
れ
る
。
し
か
し
延
喜
太
政
官
式
は
そ
の
ほ
か
に
も
蕃
客
を
応
接
す
る
多
く
の

使
を
規
定
す
る
。

凡
蕃
客
入
朝
。
在
二
存
問
使
。
掌
客
使
。
領
帰
郷
客
使
。
各
二
人
。
随
使
一

人
。
通
事
一
人
一
。
〈
入
京
之
時
令
一
一
一
存
間
使
兼
二
領
客
使
一

0

〉
又
預
差
一
一
定
郊

労
使
。
慰
労
使
。
労
問
使
。
賜
衣
服
使
各
一
人
。
宣
命
使
。
供
食
使
各
二
人
。

〈
豊
楽
院
各
一
人
。
朝
集
堂
各
一
人
。
〉
賜
勅
書
使
。
賜
太
政
官
牒
使
各
二
人
一
。

〈
史
一
人
随
一
一
官
牒
使
一
到
一
一
客
館
一
。
〉

四
O 

蕃
客
へ
の
応
対
は
、
来
着
か
ら
入
京
ま
で
は
存
問
使
リ
領
客
使
、
在
京
中
は
掌

客
使
、
出
京
後
出
航
ま
で
は
領
帰
郷
客
使
に
そ
れ
ぞ
れ
分
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

正
史
に
み
え
る
存
問
使
の
初
見
は
、
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)

に
高
貞
泰
が

加
賀
国
に
来
航
し
た
と
き
、
「
今
年
雪
深
、
往
還
不
通
」
と
し
て
存
問
溺
海
客

使
の
派
遣
を
停
止
し
、
加
賀
守
紀
末
成
・
橡
秦
嶋
主
に
存
問
さ
せ
た
記
事
で
あ

る
(
『
類
豪
国
史
』
同
年
十
二
月
戊
子
条
)
。
領
客
使
の
初
見
は
、
天
長
二
年

(
八
二
五
)
に
高
承
祖
が
隠
岐
固
に
来
航
し
た
と
き
、
大
内
記
布
瑠
高
庭
を
領

客
使
の
任
に
充
て
た
が
、
仮
に
出
雲
介
と
し
て
領
客
使
を
称
さ
な
か
っ
た
と
い

う
記
事
で
あ
る
(
『
類
粟
国
史
』
同
年
十
二
月
乙
巳
条
)
。
い
ず
れ
も
異
例
な
こ

と
と
し
て
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
存
問
使
、
領
客
使
の
任
命
と
派
遣
は
そ

れ
以
前
か
ら
通
常
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
弘
仁
年
間
前
半

に
お
い
て
も
同
様
の
使
が
任
命
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

坂
上
今
継
は
王
孝
廉
と
そ
の
帰
国
に
あ
た
っ
て
詩
を
唱
酬
し
て
い
る
の
で
、

延
喜
式
に
規
定
す
る
領
帰
郷
客
使
に
あ
た
る
。
領
帰
郷
客
使
は
二
人
任
命
さ
れ

る。

J
の
「
両
箇
領
客
使
井
滋
三
」
は
「
領
客
使
」
二
人
と
「
滋
二
こ

つ
ま
り

滋
野
貞
主
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
坂
上
今
継
と
、
も
う
一
人

『
文
華
秀
麗
集
』
に
詩
を
残
し
て
い
る
坂
上
今
雄
の
二
人
が
帰
郷
領
客
使
だ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
は
式
規
定
に
対
応
す
る
実
例
の
初
見
史
料

と
も
な
る
。

滋
野
貞
主
は
「
両
箇
領
客
使
」
と
は
区
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
領
帰

郷
客
使
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

D

「
春
日
銭
野
柱
史
奉
使
存
関
溺
海
客
」

は
、
巨
勢
識
人
が
、
春
の
日
に
溺
海
客
を
存
問
す
る
た
め
に
使
と
し
て
派
遣
さ

れ
る
滋
野
貞
主
へ
の
銭
別
と
し
て
作
っ
た
詩
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
滋
野
貞
主



は
、
弘
仁
五
年
秋
の
溺
海
使
来
着
時
で
は
な
く
、
弘
仁
六
年
春
に
領
帰
郷
客
使

と
と
も
に
王
孝
廉
の
出
京
に
同
行
し
た
か
、
あ
る
い
は
出
京
後
に
別
個
に
存
問

使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
滋
野
貞
主
は
弘
仁
六
年
に
は
内
記

の
職
に
あ
っ
て
、
『
文
華
秀
麗
集
』
に
六
篇
の
詩
を
残
し
、
後
に
『
経
国
集
』

の
編
者
と
も
な
る
当
代
き
つ
て
の
文
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
が
文

才
に
た
け
た
王
孝
廉
一
行
へ
の
最
後
の
応
対
と
し
て
特
に
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。王

孝
廉
一
行
は
弘
仁
六
年
正
月
二
二
日
に
出
京
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
こ

こ
で
の
「
領
客
使
」
は
領
帰
郷
客
使
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
任
務
は
出
京
か
ら

帰
国
ま
で
の
激
海
使
に
応
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
場
が
「
辺
庁
」
「
辺
亭
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
こ
れ
ら
の
詩
は
、
京
の
鴻
腫
館
で
は
な

く
、
出
航
の
た
め
に
待
機
し
て
い
る
滞
在
地
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

H

の
「
鴻
腫
」
も
具
体
的
に
京
の
鴻
櫨
館
を
指
す
の
で
は
な
く
、
溺
海
客
の
宿
泊

し
た
施
設
の
漢
語
表
現
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

H
と
関
連
す
る

の
が
『
経
国
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
滋
野
貞
主
の

M
で
あ
る
。
詩
題
が
「
春

日
、
使
を
奉
じ
て
溺
海
客
館
に
入
る
」
と
あ
り
、
「
鴻
腫
」
と
「
溺
海
客
館
」

が
対
応
し
て
い
る
。
王
孝
廉
一
行
は
五
月
に
出
雲
を
出
航
し
た
と
み
ら
れ
る
の

で
、
「
辺
亭
」
「
辺
庁
」
「
溺
海
客
館
」
も
、
越
前
の
松
原
客
館
な
ど
で
は
な
く
、

出
雲
国
の
施
設
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

最
後
に
坂
上
今
雄
が
判
官
高
英
善
・
録
事
釈
仁
貞
に
お
く
つ
た
F
に
つ
い
て

ふ
れ
て
お
き
た
い
。

F 

秋
朝
聴
薦
、
寄
溺
海
入
朝
高
判
官
釈
録
事

坂
上
今
雄

秋
朝
属
を
聴
き
、
溺
海
入
朝
高
判
官
・
釈
録
事
に
寄
す

大
海
途
難
渉

大
海
の
途
渉
る
こ
と
難
く
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孤
舟
未
得
廻

孤
舟
未
だ
廻
す
こ
と
得
ず

不
如
関
陣
雁

如
か
じ
関
陣
の
雁
の

春
去
復
秋
来

春
去
り
復
秋
来
る
に
は

詩
題
の
「
秋
朝
聴
鷹
」
か
ら
秋
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
遠
藤
A

論
文
は
弘
仁
五
年
秋
、
王
孝
廉
一
行
の
来
着
直
後
と
み
る
。
し
か
し
詩
意
を
、

雁
が
春
に
去
り
秋
に
や
っ
て
来
る
よ
う
に
は
容
易
に
大
海
を
越
え
て
一
般
の
舟

す
ら
渡
航
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
、
渡
航
に
一
度
失

敗
し
た
後
の
弘
仁
六
年
秋
の
作
と
み
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
日
本
後
紀
』
は
王
孝
廉
の
死
去
を
六
月
十
四
日
と
す
る
が
、
釈
仁
貞
ら
の
死

去
の
月
日
を
一
記
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
詩
に
よ
っ
て
、
彼
の
死
を
弘
仁
六

年
秋
以
降
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(3) 

『
文
華
秀
麗
集
』
か
ら
み
た
王
孝
廉
の
足
跡

以
上
、
王
孝
廉
一
行
に
直
接
か
か
わ
っ
た
詩
を
整
理
す
る
と
表
5
の
よ
う
に

1 B A 

時

期

場

弘
仁
六
年
正
月
一
正
月
節
宴

弘
仁
六
年
正
月
一
正
月
節
宴

弘
仁
六
年
正
月
一
正
月
節
宴

〈
出
京
↓
出
雲
〉

相

手

作

者

王
孝
廉

釈
仁
貞

桑
原
腹
赤
一
高
景
秀

関

係

者

K G L J C H 

仁弘仁弘仁弘

ノム、 ムノ¥ ム/ ¥ 

春年年春年春年夏 年春晩 年春晩
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表 5

〈
渡
航
失
敗
↓
越
前
〉

弘

仁

六

年

秋

越

前

坂
上
今
雄
一
高
英
善
・
釈
仁
貞

F 

四



日
本
・
溺
海
間
の
交
通
と
山
陰
諸
国

な
る
。
こ
れ
が
、
出
京
か
ら
出
雲
へ
、
そ
し
て
出
航
と
そ
の
失
敗
、
越
前
か
ら

の
再
出
航
と
い
う
王
孝
廉
一
行
の
足
跡
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。

三
、
山
陰
諸
国
へ
の
溺
海
使
来
着

来
着
地
と
出
航
地

表
ー
に
示
し
た
よ
う
に
、
溺
海
使
の
出
羽
へ
の
来
着
は
神
亀
四
年
(
七
二
七
)

以
来
、
延
暦
十
四
年
(
七
九
五
)
の
呂
定
琳
ま
で
六
件
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
、

1
・
7
・
ロ
・
日
の
四
例
が
蝦
夷
の
地
域
へ
の
着
岸
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
い
ず
れ
も
溺
海
使
単
独
の
来
着
で
あ
る
問
。

北
陸
へ
は
、
天
平
宝
字
二
年
(
七
五
八
)
九
月
、
遺
溺
海
使
小
野
田
守
の
帰

国
に
伴
わ
れ
た
楊
承
慶
ら
が
、
越
前
国
か
そ
の
近
辺
に
来
着
し
越
前
国
に
安
置

さ
れ
た

『
続
日
本
紀
』
同
月
丁
亥
条

の
が
最
初
で
あ
る
。
延
喜
十
九
年

九
一
九

に
最
後
の
溺
海
使
蓑
謬
が
若
狭
国
丹
生
浦
に
来
航
し
(
『
扶
桑
略

記
』
同
年
十
一
月
一
一
一
日
条
)
、
越
前
国
に
ま
わ
っ
て
着
岸
し

ω松
原
駅
館
に

安
置
さ
れ
た
(
『
扶
桑
略
記
』
同
年
十
一
月
二
五
日
条
・
十
二
月
二
四
日
条
)

例
ま
で
、
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
合
計
一
一
件
の
来
着
が
確
認
ま
た
は
推
測
で

き
」
マ
ハ
V

。
と
こ
ろ
が
そ
の
状
況
を
よ
く
み
る
と
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
、

8
、
9
の
二

件
を
の
ぞ
け
ば
、
能
登
・
越
前
に
来
着
し
た
の
は
日
本
船
に
便
乗
す
る
か
日
本

側
の
使
と
同
船
し
た
場
合
で
あ
り
、
溺
海
使
単
独
の
場
合
は
、
漂
着
し
た
場
合

も
含
め
て
出
羽
か
佐
渡
に
来
着
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
の
遣
溺
海
使

の
発
着
は
最
初
か
ら
能
登
・
越
前
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
溺
海
使
単
独

航
海
の
場
合
は
、
日
本
海
北
回
り
で
出
羽
を
め
ざ
す
ル

l
ト
を
意
図
的
に
と
り

四

ω、
日
本
海
を
横
断
し
て
能
登
・
越
前
と
溺
海
を
結
ぶ
ル

l
卜
は
日
本
側
に
よ
っ

て
聞
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
新
羅
や
蝦
夷
と
の
関
係
で
、
安
全
な
ル

l
卜

は
こ
れ
し
か
な
い
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
倒
。

一
方
、
出
羽

に
来
着
し
た
溺
海
使
の
な
か
に
は
蝦
夷
に
殺
さ
れ
た
り
捕
え
ら
れ
た
り
す
る
も

の
も
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
九
世
紀
に
入
る
と
出
羽
を
め
ざ
す
ル

l
ト
は

と
ら
れ
な
く
な
り
、
溺
海
使
単
独
の
航
海
も
日
本
側
に
な
ら
っ
て
能
登
・
越
前

を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
王
孝
廉
以
来
、
山
陰
へ
の
来
着
も
増
え
て
き
て
い
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
上
田
雄
氏
は
激
海
側
の
出
発
地
が
東
京
龍
原
府
か
ら
南
京
南

海
府
に
変
更
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
東
京
龍
原
府
の
外
港
と
み
ら
れ
る
ポ
シ
ェ

ト
湾
や
豆
満
江
河
口
が
冬
に
は
氷
に
閉
ざ
さ
れ
る
た
め
、
凍
結
し
な
い
南
方
の

港
を
求
め
た
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
古
畑
徹
氏
は
国
際
情
勢
の
変
化
を

理
由
に
あ
げ
る
。
溺
海
と
新
羅
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
が
、
九
世
紀
初
頭
以
降
、

欝
陵
島
(
子
山
国
)
に
対
す
る
新
羅
の
支
配
が
及
、
ば
な
く
な
っ
た
た
め
、
溺
海

か
ら
欝
陵
島
l

竹
島
(
独
島
)
|
隠
岐
を
目
印
に
山
陰
に
至
る
ル

l
ト
が
可
能

と
な
り
、
何
の
目
印
も
な
い
北
陸
へ
の
ル

l
ト
よ
り
も
安
全
と
考
え
ら
れ
、
採

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

基
本
的
に
は
首
肯
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
来
航
例
と
そ
の
対
応

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
陰
へ
の
来
航
の
意
味
を
も
う
少
し
深
く
考
え

て
み
た
い
。

(2) 

山
陰
に
来
着
し
た
溺
海
使
へ
の
対
応
|
王
孝
廉
以
後

天
長
二
年
(
八
二
五
)
末
、
高
承
祖
ら
が
隠
岐
に
来
着
し
た
(
『
類
粟
国
史
』

同
年
十
二
月
辛
丑
条
)
。
大
内
記
布
瑠
高
庭
を
領
客
使
の
任
に
あ
て
る
た
め
に



出
雲
介
と
し
た
(
『
類
家
国
史
』
同
年
十
二
月
乙
巳
条
)

の
で
、
高
承
祖
ら
は

隠
岐
か
ら
出
雲
国
に
遷
さ
れ
安
置
供
給
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
と
同
じ
島
根

郡
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
入
京
に
は
右
大
臣
藤
原
緒
嗣
が
反
対
し
た
(
『
類
菜
園

史
』
天
長
三
年
三
月
戊
辰
条
)
が
、
結
局
入
京
が
認
め
ら
れ
た
(
『
類
粟
国
史
』

同
年
五
月
甲
成
条
)
。
王
孝
廉
の
場
合
と
異
な
り
加
賀
国
か
ら
帰
国
し
た
(
『
類

粟
国
史
』
同
年
五
月
庚
辰
条
)
。
船
を
出
雲
か
ら
加
賀
国
に
廻
漕
し
て
出
航
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

天
長
四
年
(
八
二
七
)
十
二
月
、
王
文
矩
ら
が
但
馬
国
に
来
着
し
た
が
、

紀
一
貢
の
要
求
を
無
視
し
た
も
の
と
し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
来

着
地
か
ら
放
還
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
前
述
の
よ
う
に
滞
在
中
の
食
棋
の

供
給
量
を
規
定
よ
り
半
減
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
蕃
客
の
来

航
が
あ
っ
た
場
合
に
は
来
着
地
の
国
司
が
国
書
を
開
封
し
て
そ
の
写
し
を
進
上

す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
て
改
め
て
指
令
し
て
い
る
(
『
類
豪
三
代
格
』
天
長
五

年
正
月
二
日
太
政
官
符

)ω
。
そ
の
後
の
国
史
に
は
、
溺
海
使
来
着
時
に
、
存

間
使
と
来
着
地
の
国
司
と
に
よ
り
溺
海
王
啓
・
中
台
省
牒
の
案
が
と
ら
れ
進
上

さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
そ
の
内
容
が
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

貞
観
三
年
(
八
六
二
正
月
、
李
居
正
ら
が
隠
岐
国
を
経
て
出
雲
国
島
根
郡

に
来
着
し
(
『
三
代
実
録
』
同
月
二
十
日
条
)
、
安
置
供
給
さ
れ
た
。
供
給
は
通

例
稲
だ
が
、
今
回
は
特
例
と
し
て
穀
に
か
え
て
支
給
さ
れ
た
(
『
三
代
実
録
』

同
年
正
月
二
一
日
条
)
。
散
位
藤
原
春
景
・
兵
部
少
録
葛
井
善
宗
が
領
客
使
と

し
て
派
遣
さ
れ
た
が
、
春
景
は
但
馬
権
介
、
善
宗
は
因
幡
権
援
と
し
て
任
に
あ

た
っ
た
(
『
三
代
実
録
』
同
年
正
月
二
八
日
条
)
。
存
問
使
と
領
客
使
は
兼
ね
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
彼
ら
と
出
雲
国
司
に
よ
り
王
啓
・
中
台
省
牒

の
案
が
と
ら
れ
進
上
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
太
政
官
で
対

社
会
シ
ス
テ
ム
論
集

第
五
号

二
O
O
O年
十
二
月

応
が
検
討
さ
れ
、
違
期
入
朝
で
あ
る
こ
と
、
王
啓
が
違
礼
で
あ
る
こ
と
な
ど
に

よ
り
放
還
す
べ
き
と
こ
ろ
、
李
居
正
は
公
卿
で
あ
り
、
齢
懸
車
を
す
ぎ
て
い
る

の
で
そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
特
に
入
京
を
聴
す
こ
と
に
し
た
が
、
し
か
し
炎
皐
が

続
き
農
事
の
妨
げ
に
な
る
と
の
理
由
で
、
結
局
入
京
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

王
啓
・
信
物
は
受
領
さ
れ
ず
、
中
台
省
牒
だ
け
が
進
上
さ
れ
た
(
『
三
代
実
録
』

同
年
五
月
二
一
日
条
)
。

一
行
一

O
五
人
に
対
し
て
は
入
京
で
き
な
い
か
わ
り

に
、
出
雲
国
の
絹
一
四
五
疋
・
綿
一
二
二
五
屯
が
支
給
さ
れ
た
(
『
三
代
実
録
』

同
年
五
月
二
一
日
条
)
。
ま
た
中
台
省
宛
太
政
官
牒
が
出
雲
国
司
・
存
問
使
に

下
さ
れ
て
い
る
の
で
(
『
三
代
実
録
』
同
年
五
月
二
六
日
条
)
、
李
居
正
ら
は
そ

れ
を
受
取
り
出
雲
国
か
ら
帰
国
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

貞
観
十
八
年
(
八
七
六
)
十
二
月
、
揚
中
遠
ら
が
出
雲
国
に
来
着
し
、
島
根

郡
に
安
置
供
給
さ
れ
た
(
『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
(
八
七
七
)
正
月
十
六
日

条
)
。
早
速
存
問
使
と
し
て
少
外
記
大
春
日
安
名
・
前
讃
岐
橡
占
部
月
雄
、
通

事
と
し
て
春
日
宅
成
が
派
遣
さ
れ
た
(
『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
二
月
三
日
条
)
。

彼
ら
が
王
啓
・
中
台
省
牒
を
書
写
し
て
進
上
し
た
。
し
か
し
違
期
を
理
由
に
入

京
を
認
め
ら
れ
ず
帰
国
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
王
啓
・
信
物
も
受
領
さ

れ
な
か
っ
た
(
『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
六
月
二
五
日
条
)
が
、
中
台
省
牒
は

受
領
さ
れ
た
よ
う
で
、
返
書
と
し
て
中
台
省
宛
太
政
官
牒
が
出
さ
れ
た
(
『
都

氏
文
集
』
巻
四
元
慶
元
年
六
月
十
八
日
「
日
本
国
太
政
官
牒
」
)
。
そ
れ
は
貞
観

三
年
の
と
き
と
同
様
に
出
雲
国
司
・
存
間
使
か
ら
楊
中
遠
に
渡
さ
れ
、
出
雲
国

か
ら
帰
国
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

寛
平
四
年
(
八
九
二
)
正
月
、
王
亀
謀
ら
が
出
雲
国
に
来
着
し
た
(
『
日
本

紀
略
』
同
月
八
日
条
)
。
少
内
記
藤
原
菅
根
・
大
学
大
允
小
野
良
弼
が
存
間
使

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
(
『
日
本
紀
略
』
同
月
十
一
日
条
)
が
、
今
回
も
違
期
入

四



日
本
・
溺
海
間
の
交
通
と
山
陰
諸
国

朝
と
い
う
こ
と
で
入
京
を
認
め
ら
れ
ず
放
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
『
本
朝

文
粋
』
巻
十
二
「
贈
溺
海
中
台
省
牒
」
)
。
同
年
六
月
末
、
勅
書
と
太
政
官
牒
を

与
え
ら
れ
帰
国
し
た
よ
う
で
あ
る
(
『
日
本
紀
略
』
同
年
六
月
二
九
日
条
)
0

寛
平
六
年
(
八
九
四
)
末
、
表
題
ら
が
伯
香
固
に
来
着
し
た
(
『
日
本
紀
略
』

同
年
十
二
月
二
九
日
条
)
。
文
章
生
橘
澄
清
が
伯
番
権
嫁
に
任
ぜ
ら
れ

ω、
存

間
使
備
中
権
按
三
統
理
平
・
明
法
得
業
生
中
原
連
岳
ら
(
『
日
本
紀
略
』
寛
平

七
年
正
月
二
二
日
条
)
と
と
も
に
応
対
に
あ
た
っ
た
。
入
京
を
認
め
ら
れ
賓
礼

を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
表
面
出
は
、
元
慶
六
年
(
八
八
二
)
に
も
溺
海
大
使
と

し
て
加
賀
国
に
来
着
し
て
入
京
し
、
菅
原
道
真
・
嶋
田
忠
臣
・
坂
上
茂
樹
・
紀

長
谷
雄
ら
と
詩
文
の
交
歓
を
行
っ
て
い
る

ω。
そ
の
と
き
に
菅
原
道
真
は
「
蓑

大
使
七
歩
之
才
也
」
と
評
し
て
(
「
鴻
腫
贈
答
詩
序
」
)
、
そ
の
文
才
を
恐
れ
て

い
た
。
今
回
も
同
様
に
、
参
議
菅
原
道
真
・
式
部
少
輔
紀
長
谷
雄
ら
と
多
数
の

詩
文
が
唱
酬
さ
れ
て
い
る
倒
。

延
喜
八
年
(
九

O
八
)
、
表
題
の
子
蓑
謬
が
溺
海
使
と
し
て
伯
香
国
に
来
着

し
た
(
『
扶
桑
略
記
』
同
年
正
月
八
日
条
)
。
大
内
記
藤
原
博
文
・
直
講
秦
維
興

が
存
問
使
と
し
て
伯
香
国
に
派
遣
さ
れ
た
(
『
扶
桑
略
記
』
同
年
三
月
二
十
日

条
)
。
さ
ら
に
兵
部
少
丞
小
野
葛
根
・
文
章
生
藤
原
守
真
が
領
客
使
に
任
ぜ
ら

れ
(
『
扶
桑
略
記
』
同
年
四
月
二
日
条
)
、
彼
ら
と
と
も
に
入
京
し
賓
礼
を
も
っ

て
迎
え
ら
れ
た
。
騎
馬
に
よ
る
入
京
行
進
が
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る

(
『
扶
桑
略
記
』
同
年
四
月
二
六
日
条
)
。
寛
平
の
例
に
准
じ
た
と
い
う
か
ら
、

表
題
の
入
京
時
も
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
式
部
大
丞
紀
淑
光
・
散
位
菅
原
淳

茂
(
道
真
の
子
)
が
掌
客
使
と
し
て
在
京
中
の
応
対
に
あ
た
っ
た
(
『
扶
桑
略

記
』
同
年
四
月
二
日
条
)
。
表
謬
も
父
に
劣
ら
ぬ
文
才
を
も
ち
、
日
本
側
と
さ

か
ん
に
詩
文
が
唱
酬
さ
れ
、
特
に
帰
国
に
あ
た
っ
て
は
日
本
側
の
掌
客
使
、
諸

四
四

文
士
が
鴻
臆
館
に
集
ま
っ
て
北
客
帰
郷
を
銭
別
し
た

ω。

(3) 

来
着
地
か
ら
の
放
還

以
上
の
よ
う
に
、
山
陰
へ
の
溺
海
使
の
来
着
は
、
九
J
十
世
紀
に
は
合
計
八

件
を
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
四
件
が
入
京
を
認
め
ら
れ
ず
放
還
さ
れ
た
。
し

か
し
放
還
自
体
は
山
陰
に
来
着
し
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
北
陸
を
ふ

く
め
た
全
体
で
も
、
弘
仁
十
四
年
以
降
十
四
件
中
六
件
と
多
い
。
弘
仁
年
間
以

前
は
ほ
と
ん
ど
入
京
が
認
め
ら
れ
、
放
還
は
例
外
的
だ
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で

あ
る
。八

世
紀
に
は
、
来
着
し
た
溺
海
使
は
基
本
的
に
は
入
京
し
、
賓
札
を
も
っ
て

迎
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
宝
亀
年
聞
を
境
に
溺
海
使
へ
の
対
応
が
大
き
く
変

わ
っ
た
。
ま
ず
、
宝
亀
二
年
(
七
七
二
に
来
着
し
入
京
し
た
溺
海
使
壱
万
福

の
も
た
ら
し
た
国
書
が
無
礼
だ
っ
た
と
し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
(
『
続
日

本
紀
』
宝
亀
三
年
正
月
丁
酉
条
)
。
そ
の
た
め
来
着
地
の
国
司
に
外
交
文
書
の

調
査
に
関
す
る
職
権
が
付
与
さ
れ
た
唱

そ
の
結
果
、
宝
亀
四
年
に
能
登
に
来
着
し
た
烏
須
弗
に
対
し
て
は
、
能
登
国

司
が
「
差
使
勘
問
」
す
る
と
と
も
に
、
「
所
進
表
函
、
違
例
走
礼
」
を
報
告
し

た
(
『
続
日
本
紀
』
同
年
六
月
丙
辰
条
・
戊
辰
条
)
。
そ
れ
を
受
け
て
、
禄
と
路

糠
を
支
給
し
て
来
着
地
か
ら
放
還
す
る
こ
と
が
太
政
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、

同
時
に
北
陸
道
へ
の
来
朝
禁
止
と
大
宰
府
へ
の
来
航
を
義
務
づ
け
て
い
る

(
『
続
日
本
紀
』
同
年
六
月
戊
辰
条
)
師
。
こ
れ
以
降
、
溺
海
使
来
着
時
に
は
縁

海
国
司
に
よ
る
外
交
文
書
の
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
実
際
に
は

存
問
使
に
よ
っ
て
開
封
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
そ
の
結
果
が
太
政
官
に
報
告
さ
れ
、
入
京
さ
せ
る
か
ど
う
か
が
決



定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

ω。

そ
の
後
、
頻
繁
な
来
航
に
対
し
て
朝
貢
の
年
限
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
日
本
側
の
負
担
の
大
き
さ
が
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
延
暦
十
七
年
(
七

九
八
)

の
遣
溺
海
使
内
蔵
賀
茂
麻
呂
に
よ
っ
て
、
年
限
を
六
年
一
貢
と
す
る
こ

と
が
溺
海
側
に
伝
え
ら
れ
た
(
『
類
菜
園
史
』
同
年
五
月
戊
戊
条
・
十
二
月
壬

寅
条
)
が
、
延
暦
十
八
年
に
溺
海
側
が
期
限
の
短
縮
を
求
め
た
た
め
(
『
日
本

後
紀
』
同
年
九
月
辛
酉
条
)
、
無
制
限
と
し
た
(
『
類
緊
三
代
格
』
天
長
元
年
六

月
二
十
日
太
政
官
符
所
引
延
暦
十
八
年
五
月
二
十
日
太
政
官
符
)
。
そ
の
結
果
、

嵯
峨
朝
(
大
同
末
J
弘
仁
年
間
)
に
お
い
て
は
か
な
り
頻
繁
に
溺
海
使
を
迎
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
右
大
臣
藤
原
緒
嗣
ら
の
反
対
に
よ
り
、

紀

(
十
二
年
)

一
貢
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
天
長
元
年
六
月
二
十
日
太

政
官
符
(
『
類
豪
三
代
格
』
)

で
あ
る
。

そ
の
直
前
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)
十
一
月
に
加
賀
国
に
来
着
し
た
高
貞
泰

ら
へ
の
対
応
の
な
か
で
、
入
貢
期
限
が
問
題
と
な
り
、
近
年
の
不
作
と
百
姓
の

弊
、
疫
病
な
ど
を
理
由
に
放
還
が
決
定
さ
れ
(
『
類
粟
国
史
』
天
長
元
年
二
月

壬
午
条
)
、
五
月
二
十
日
に
帰
国
を
命
じ
る
詔
が
出
さ
れ
た
(
『
類
粟
国
史
』
同

日
条
)
。
こ
の
と
き
に
前
述
の
一
紀
一
貢
が
通
告
さ
れ
、
縁
海
諸
国
郡
に
対
し

て
も
太
政
官
符
で
指
令
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、

一
紀
一
貢
が
日
本
側
の
原

則
と
し
て
溺
海
に
対
し
て
要
求
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌
天
長
二
年
十
二
月
に
は
次
の
溺
海
使
高
承
祖
が

前
述
の
よ
う
に
隠
岐
に
来
航
し
た
。
藤
原
緒
嗣
は
放
還
を
強
硬
に
主
張
し
た
が

い
れ
ら
れ
ず
、
入
京
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
か
、
す
ぐ
天
長
四
年
に
も
ま

た
次
の
溺
海
使
が
来
航
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
王
文
矩
ら
で
あ
り
、
こ
う

し
た
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

社
会
シ
ス
テ
ム
論
集

第
五
号

二
O
O
O年
十
二
月

貞
観
元
年
(
八
五
九
)
正
月
に
能
登
国
に
来
着
し
た
烏
孝
慎
ら
は
、
加
賀
国

に
遷
さ
れ
安
置
供
給
さ
れ
た
。
存
間
使
安
倍
清
行
と
加
賀
国
司
か
ら
王
啓
・
中

台
省
牒
・
信
物
が
進
上
さ
れ
た
(
『
三
代
実
録
』
同
年
五
月
十
日
条
)
。
前
回
の

嘉
祥
元
年
か
ら
十
二
年
で
満
期
だ
っ
た
が
、
文
徳
天
皇
の
諒
閣
を
理
由
に
入
京

を
認
め
ら
れ
ず
、
六
月
二
三
日
に
勅
書
と
太
政
官
牒
が
発
給
さ
れ
(
『
三
代
実

録
』
同
日
条
)
、
七
月
六
日
に
帰
国
の
途
に
つ
い
た
(
『
三
代
実
録
』
同
年
七
月

一
二
日
条
)
。

こ
の
と
き
入
京
で
き
な
か
っ
た
た
め
か
、
す
ぐ
に
貞
観
三
年
正
月
、
李
居
正

ら
が
隠
岐
国
を
経
て
出
雲
国
島
根
郡
に
来
着
し
た
が
、
違
期
入
朝
で
あ
る
と
さ

れ
た
。
日
本
側
は
、
諒
闇
で
入
京
で
き
な
か
っ
た
が
貞
観
元
年
が
本
来
の
満
期

で
あ
り
、

そ
れ
か
ら
三
年
も
た
つ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
違
期
と
み
な
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
次
に
入
京
を
認
め
ら
れ
た
溺
海
使
は
、
貞
観
十
三
年
(
八
七
二

来
着
、
そ
の
次
は
元
慶
六
年
(
八
八
二
)
来
着
、
そ
の
次
は
寛
平
六
年
(
八
九

四
)
来
着
と
、
ほ
ぼ
十
二
〉
t

三
年
め
ご
と
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
側
は
一
紀
一

貢
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
そ
の
間
も
溺
海
使
は
貞
観
十
八
年
、
寛
平
四
年
と
来
着
し
、
入
京
を

認
め
ら
れ
ず
放
還
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
日
本
側
の
要
求
す
る
一
紀
一
貢
を

無
視
し
て
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
出
雲
国
来
着
で
あ
る

こ
と
、
そ
れ
に
対
し
満
期
に
あ
た
る
貞
観
元
年
・
貞
観
十
三
年
・
元
慶
六
年
の

い
ず
れ
も
が
能
登
国
か
加
賀
国
へ
の
来
着
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
例
を
ま
と
め
る
と
、
放
還
の
場
合
次
の
よ
う
な
対
応

が
慣
例
と
な
っ
て
い
く
。
溺
海
使
が
来
着
す
る
と
、
来
着
地
の
国
司
か
ら
報
告

さ
れ
る
と
と
も
に
、

一
定
期
間
来
着
地
か
そ
の
近
傍
に
安
置
さ
れ
寝
食
の
供
給

を
受
け
る
。
そ
の
聞
に
、
京
か
ら
派
遣
さ
れ
て
来
た
存
間
使
と
来
着
(
安
置

四
五



日
本
・
溺
海
聞
の
交
通
と
山
陰
諸
国

地
の
国
司
に
よ
り
王
啓
・
中
台
省
牒
な
ど
外
交
文
書
が
開
封
調
査
さ
れ
、
そ
の

内
容
が
太
政
官
に
報
告
さ
れ
る
。
漢
詩
の
唱
酬
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

ω。
入
京
が
認
め
ら
れ
ず
来
着
地
か
ら
放
還
が
決
定
さ
れ
る
と
、
王
啓
・
信
物

は
受
領
せ
ず
、
中
台
省
牒
(
正
文
)
だ
け
が
太
政
官
に
進
上
さ
れ
、
そ
れ
を
受

け
て
中
台
省
宛
太
政
官
牒
が
発
給
さ
れ
、
存
間
使
・
来
着
地
の
国
司
か
ら
溺
海

使
に
渡
さ
れ
る
。
勅
書
が
だ
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
同
時
に
一
定
量
の
回
賜

が
賜
与
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
帰
国
の
途
に
着
く
。
王
啓
は
正
式
に
は
受
理
さ

れ
な
く
て
も
、
そ
の
内
容
自
体
は
伝
え
ら
れ
、
中
台
省
牒
と
太
政
官
牒
が
交
換

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
溺
海
使
が
頻
繁
に
派
遣
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
李
成
市
氏
は
多
量
の

回
賜
と
し
て
の
絹
製
品
の
入
手
を
あ
げ
た
。
そ
の
量
は
す
で
に
表
3
・
4
に
示

し
た
。
嵯
峨
朝
以
降
、
溺
海
使
の
人
員
が
一

O
五
人
で
定
例
化
す
る
が
、
そ
の

中
に
多
数
の
首
領
を
含
ん
で
い
る
。
駄
輯
諸
部
族
の
首
領
を
同
行
さ
せ
、
大
量

の
回
賜
を
手
に
さ
せ
、
対
外
交
易
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
懐
柔
し
、

鞍
鞄
諸
部
族
に
対
す
る
支
配
を
よ
り
強
固
に
す
る
と
い
う
、
溺
海
王
権
に
と
っ

て
重
要
な
役
割
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
倒
。
実
際
、
藤
原
緒
嗣
も
溺
海
使

を
「
商
旅
」
と
み
な
し
て
い
た
(
『
類
粟
国
史
』
天
長
三
年
三
月
戊
辰
条
)
。
王

臣
貴
族
も
溺
海
使
一
行
と
の
交
易
に
参
加
し
て
い
た
(
『
類
豪
三
代
格
』
天
長

五
年
正
月
二
日
太
政
官
符
)
。
放
還
の
場
合
で
も
、
入
京
し
て
賓
礼
を
も
っ
て

迎
え
ら
れ
る
場
合
よ
り
は
少
な
い
も
の
の
、
食
糎
の
供
給
や
絹
製
品
の
支
給
も

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
放
還
と
い
っ
て
も
単
な
る
門
前
払
い
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
溺
海
使
は
放
還
さ
れ
て
も
一
定
の
成
果
は
あ
る
と
み
て
派
遣
さ
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
よ
り
来
航
し
や
す
い
山
陰
を
め
ざ
す
ル

l

四
六

ト
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
日
本
・
溺
海
間
の
交
渉
を
考
え
る
と
き
、
北
陸
を
中
心
に
と
ら
え
、

他
の
日
本
海
縁
海
地
域
が
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
王
孝
廉
を

は
じ
め
と
し
て
、
山
陰
に
来
航
し
た
溺
海
使
と
そ
れ
に
対
す
る
対
応
と
そ
の
意

味
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

溺
海
使
が
山
陰
を
め
ざ
す
場
合
、
古
畑
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
溺
海
か
ら
欝

陵
島
|
竹
島
(
独
島
)
|
隠
岐
を
目
印
に
し
た
ル

l
ト
を
と
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
隠
岐
か
ら
駅
路
と
同
じ
ル

l
ト
で
出
雲
国
島
根
郡
へ
、
あ
る
い
は
大

山
を
目
標
に
伯
香
国
へ
の
着
岸
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
伯
香
国

で
の
着
岸
地
は
、
大
山
の
西
側
の
淀
江
(
か
つ
て
は
ラ
グ

l
ン
だ
っ
た
と
い
う
)

か
、
東
側
の
天
神
川
河
口
の
橋
津
(
伯
香
の
国
津
と
考
え
ら
れ
る
)

の
い
ず
れ

か
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

溺
海
使
が
さ
か
ん
に
出
雲
・
伯
警
に
来
航
す
る
の
は
貞
観
年
間
以
降
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
一
方
で
、
貴
族
・
中
央
官
人
ら
の
聞
に
新
羅
に
対
す
る
警
戒
心
が

高
ま
っ
て
い
く
時
期
で
も
あ
る
。
大
宰
府
・
西
海
道
の
み
な
ら
ず
、
山
陰
道
諸

固
に
対
し
て
も
、
新
羅
に
対
す
る
軍
事
的
対
応
が
指
示
さ
れ
て
い
た
。
新
羅
に

対
す
る
境
界
的
地
域
と
し
て
山
陰
も
認
識
さ
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
制
。
寛

平
年
聞
に
は
、
新
羅
海
賊
が
九
州
北
部
を
襲
撃
し
、
山
陰
諸
国
で
も
さ
ら
な
る

軍
事
的
対
応
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
の
溺
海
使
の
山
陰
へ
の

来
航
に
つ
い
て
は
、
日
本
・
新
羅
・
溺
海
を
め
ぐ
る
西
日
本
海
縁
海
地
域
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
と
し
て
検
討
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今



後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

(1) 【

註
全
期
間
を
通
じ
た
溺
海
使
の
来
航
、
遺
溺
海
使
の
派
遣
な
ど
の
概
観
や
個

別
事
例
に
つ
い
て
、
近
年
の
も
の
で
は
、
上
田
雄
・
孫
栄
健
『
日
本
溺
海
交

渉
史
』
(
六
輿
出
版
、

一
九
九

O
年
、
後
、
彩
流
社
か
ら
改
訂
増
補
版
、

九
九
四
年
、
以
下
上
田
雄
氏
の
見
解
は
本
書
に
よ
る
)
、
田
島
公
「
奈
良
・

平
安
初
期
の
対
外
交
流
」
(
『
福
井
県
史
』
通
史
編
一
第
四
章
第
五
節
、

九

九
三
年
)
な
ど
に
詳
し
い
。

(2) 

加
賀
国
は
、
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)
に
越
前
国
か
ら
加
賀
郡
・
江
沼
郡

を
割
い
て
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
表
1
・
2
の
越
前
国
の
な
か
に
は
、
弘

仁
十
四
年
以
前
に
お
い
て
後
の
加
賀
国
の
地
域
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
ま
た
本
稿
で
「
北
陸
」
と
し
た
場
合
に
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
弘

仁
十
四
年
以
降
の
越
前
国
・
加
賀
国
・
能
登
国
に
あ
た
る
地
域
を
さ
す
。

ω
上
田
雄
・
孫
栄
健
註

ω著
書
、
日
下
雅
義
「
ラ
グ
ー
ン
と
溺
海
外
交
」

(
中
西
進
・
安
田
喜
憲
編
『
謎
の
王
国
・
溺
海
』
、
一
九
九
二
年
)
、
同
「
溺
海
・

日
本
間
航
路
の
諸
問
題
|
溺
海
か
ら
日
本
へ
の
航
路
を
中
心
に
」
(
『
古
代
文

化
』
四
六
|
八
、

一
九
九
四
年
)
、
新
野
直
吉
『
古
代
日
本
と
北
の
海
み
ち
』

(
高
科
書
庖
、

一
九
九
四
年
)
、
古
畑
徹
「
溺
海
・
日
本
間
の
航
路
に
つ
い

て
」
(
『
古
代
交
通
研
究
』
四
、

一
九
九
五
年
、
以
下
古
畑
徹
氏
の
見
解
は
本

論
文
に
よ
る
)
な
ど
。
そ
の
他
航
路
を
め
ぐ
る
諸
見
解
に
つ
い
て
は
古
畑
論

文
を
参
照
。

(4) 

一
般
向
け
啓
蒙
書
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
『
図
説
島
根
県
の
塵
史
』

(
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
七
年

で
は
、
山
陰
に
来
着
し
た
溺
海
使
は

社
会
シ
ス
テ
ム
論
集
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「
い
ず
れ
も
海
流
の
関
係
で
偶
然
漂
着
し
た
に
過
ぎ
ず
、
溺
海
と
の
交
渉
に

お
け
る
山
陰
地
方
の
占
め
る
位
置
は
、
非
公
式
な
臨
時
の
窓
口
以
上
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
(
井
上
寛
司
氏
執
筆
部
分
)
な
ど
と
評
価
さ
れ

る
(5) 

た
と
え
ば
『
類
緊
三
代
格
』
天
長
元
年
六
月
二
十
日
太
政
官
符
、
同
太
政

官
符
所
引
延
暦
十
八
年
五
月
二
十
日
太
政
官
符
な
ど
。

(6) 

石
井
正
敏
「
大
宰
府
お
よ
び
縁
海
国
司
の
外
交
文
書
調
査
権
」
『
古
代
文

(7) 
化
6 

四

O 

一
九
九
一
年
。

出
羽
と
溺
海
外
交
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
新
野
直
吉
註

ω著
書
で
詳
細
に

論
及
さ
れ
て
い
る
o

n
H
U
 

(9) 

田
島
公
註

ω論
文
。

酒
寄
雅
志
「
溺
海
国
中
台
省
牒
の
基
礎
的
研
究
」
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念

会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
五
年
。

(10) 

武
贋
亮
平
「
出
雲
国
の
移
配
エ
ミ
シ
と
そ
の
反
乱
」
『
出
雲
古
代
史
研
究
』

七
・
八
合
併
号
、

一
九
九
八
年
。

、、1
2

，r
4.，ょ
4
1
4
 

(
 
田
島
公
「
日
本
の
律
令
国
家
の
『
賓
礼
』
」
『
史
林
』
六
八
|
三
、

一
九
八

五
年
。

(凶

小
島
憲
之
校
注
目
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文

粋
』
(
岩
波
書
庖
、

一
九
六
四
年
、
以
下
小
島
憲
之
氏
の
見
解
は
本
校
注
に

よ
る
)
、
遠
藤
光
正
「
溺
海
国
使
王
孝
廉
と
『
文
華
秀
麗
集
』
」
(
『
東
洋
研
究
』

一
一
六
、

一
九
九
五
年
、
以
下
遠
藤
A
論
文
と
す
る
)
、
同
「
溺
海
国
使
と

勅
撰
漢
詩
集
」
(
『
東
洋
文
化
』
七
五
、

一
九
九
五
年
、
以
下
遠
藤
B
論
文
と

す
る
)
。

(13) 

小
島
憲
之
校
注
目
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文

四
七



日
本
・
渇
海
聞
の
交
通
と
山
陰
諸
国

粋
』
(
岩
波
書
居
、

一
九
六
四
年
)
。
以
下
『
文
華
秀
麗
集
』
の
テ
キ
ス
ト
は

同
書
に
よ
っ
た
。

(14) 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
佐
伯
有
義
校
訂
標
柱
『
日
本
後
紀
』
(
朝

日
新
聞
社
、

一
九
四

O
年
)
が
「
王
孝
廉
亮
、
文
華
秀
麗
集
上
に
王
孝
廉
の

詩
五
首
を
載
せ
、
其
中
に
従
出
雲
州
書
情
寄
両
箇
勅
使
従
詩
一
首
あ
り
。
前

年
十
一
月
辛
巳
紀
と
併
考
ふ
る
に
、
往
還
共
に
出
雲
路
を
採
り
し
な
る
べ
し
」

と
示
唆
し
て
い
る
。

な
お
遠
藤
A
論
文
で
は
こ
の
校
訂
標
柱
を
引
用
し
、

「
佐
伯
氏
の
説
に
拠
っ
て
考
え
る
と
、
往
還
と
も
に
出
雲
国
に
入
出
国
し
た

こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
上
田
雄
・
孫
栄
健
註

ω著
書
も
、
根
拠

を
示
し
て
い
な
い
が
、
「
日
本
沿
岸
(
到
着
地
の
出
雲
か
?
)
を
出
帆
し
た
」

と
推
測
し
て
い
る
(
一
一
五
頁
)
。
も
っ
と
も
同
書
の
「
日
溺
国
交
渡
海
史

年
表
」
に
は
出
航
地
を
越
前
と
す
る
(
一
六
二
頁
)
な
ど
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。

(16) (15) 

遠
藤
A
論
文
・

B
論
文
。

坂
上
今
継
と
唱
酬
し
た
王
孝
廉
の

K
に
「
坂
領
客
」
、

J
に
「
両
箇
領
客

使
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

、、，t
'
J

ワ
i

-
E
E
A
 

'''4
・、、一

2
は
、
遺
唐
第
四
船
に
乗
船
し
そ
の
帰
途
に
遭
難
し
た
平
群
広
成
を
乗
船

さ
せ
て
日
本
に
送
り
届
け
る
任
務
も
負
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
途
次
、
大

使
膏
要
徳
ら
の
船
が
大
波
を
受
け
転
覆
し
、
四
十
人
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た

が
、
平
群
広
成
が
残
り
を
指
揮
し
て
出
羽
国
に
着
岸
さ
せ
た
と
い
う
(
『
続

日
本
紀
』
天
平
十
一
年
(
七
三
九
)
十
一
月
辛
矧
条
)
。
そ
の
点
で
は
日
本

側
人
員
の
力
も
大
き
か
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
溺
海
の
船
で
出
航
し
溺
海
の

主
導
の
も
と
に
な
さ
れ
た
航
海
で
あ
る
の
で
、
溺
海
使
単
独
ル

l
卜
の
範
臨
時

に
入
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

(18) 

彼
ら
は
若
狭
国
丹
生
浦
に
来
航
し
た
も
の
の
、
海
中
に
浮
居
し
着
岸
で
き

四
ノ¥

ず
に
い
た
た
め
、
越
前
国
に
導
い
た
と
い
う
(
『
扶
桑
略
記
』
同
年
十
二
月

一
一
一
日
条
・
二
五
日
条
)
。
丹
生
浦
は
現
在
の
敦
賀
半
島
西
岸
に
比
定
さ
れ

る
の
で
、
半
島
を
ま
わ
っ
て
東
側
の
越
前
国
敦
賀
に
着
岸
さ
せ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
実
質
的
に
は
越
前
に
来
着
し
た
も
の
と
し
て
も
よ
い
。

。:1)倒 (19)

新
野
直
吉
註

ω論
文
、
古
畑
徹
註

ω論
文
。

古
畑
徹
註

ω論
文
。

こ
の
天
長
五
年
太
政
官
符
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
石
井
正
敏
註
紛
論
文
な

ど
。
な
お
石
井
氏
に
対
し
て
は
、
中
西
和
正
「
溺
海
使
の
来
朝
と
天
長
五
年

正
月
二
日
官
符
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
五
九
、

一
九
九
八
年
)
な
ど
の
批
判

が
あ
る
が
、
石
井
正
敏
「
縁
海
国
司
と
外
交
文
書
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
六

、

一
九
九
八
年
)
な
ど
が
反
論
す
る
よ
う
に
、
中
西
氏
の
批
判
に
は
無
理

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(22) 

『
公
卿
補
任
』
延
喜
十
三
年
、
橘
澄
清
の
尻
付
に
「
寛
平
二
秋
文
章
生

(
字
橘
上
)
同
六
十
二
廿
八
伯
香
権
橡
(
依
溺
海
客
入
観
也
)
」
と
あ
る
。

(お)

こ
の
と
き
の
菅
原
道
真
の
詩
文
は
、
『
菅
家
文
草
』
巻
七
に
「
鴻
臆
贈
答

詩
序
」
、
巻
二
に
十
篇
の
詩
が
、
嶋
田
忠
臣
の
詩
は
『
田
氏
家
集
』
巻
中
に

七
篇
が
、
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(担)

『
菅
家
文
草
』
巻
五
に
菅
原
道
真
の
詩
が
七
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

冒
頭
に
「
自
レ
此
以
後
七
首
、
予
別
奉
一
一
勅
旨
一
、
与
一
一
吏
部
紀
侍
郎
一
、
詣
一
一
鴻

櫨
館
一
、
柳
命
一
一
詩
酒
一
。
大
使
思

-h日
主
客
一
、
将
賦
ニ
交
字
一
。
一
席
響
応
、

唱
和
往
復
。
来
者
宜
レ
知
之
」
と
記
さ
れ
、
宇
多
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
式

部
少
輔
紀
長
谷
雄
(
吏
部
紀
侍
郎
)
と
と
も
に
鴻
腫
館
に
赴
き
表
題
と
詩
を

唱
酬
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(お)

『
日
本
紀
略
』
延
喜
八
年
六
月
某
日
条
。
ま
た
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
に
は



「
夏
夜
於
鴻
臆
館
銭
北
客
」
と
題
す
る
こ
の
と
き
の
大
江
朝
綱
の
詩
序
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

(26) 

石
井
正
敏
註
紛
論
文
、
田
島
公
「
外
交
と
儀
礼
」
(
岸
俊
男
編
日
本
の
古

代
七
『
ま
つ
り
ご
と
の
展
開
』
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
六
年
)
。

(訂)

宝
亀
十
一
年
(
七
八

O
)
七
月
二
六
日
勅
で
は
、
「
今
北
陸
道
亦
供
蕃
客
」

と
、
北
陸
道
に
蕃
客
が
来
航
し
そ
の
応
対
に
あ
た
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お

り
(
『
類
豪
三
代
格
』
、
『
続
日
本
紀
』
同
日
条
)
、
こ
れ
以
前
に
大
宰
府
へ
の

来
航
を
義
務
づ
け
る
措
置
は
解
除
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(29) (28) 

石
井
正
敏
註
紛
論
文
。

た
と
え
ば
貞
観
元
年
(
八
五
九

に
能
登
固
に
来
着
し
、
加
賀
国
に
安
置

さ
れ
た
激
海
使
一
行
の
場
合
、
副
使
周
元
伯
が
「
頗
関
文
書
」
の
た
め
、
越

前
権
少
按
嶋
田
忠
臣
を
仮
の
加
賀
権
橡
と
し
て
派
遣
し
、
周
元
伯
と
唱
和
さ

せ
た
と
い
う
。
(
『
三
代
実
録
』
同
年
三
月
十
三
日
条
)
。

。1)旬。

李
成
市
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
交
易
』
青
木
書
庖
、

一
九
九
七
年
。

拙
稿
「
古
代
に
お
け
る
国
家
と
境
界
」
『
歴
史
学
研
究
』
六
二
二
、

九

九
O
年。
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